
議案第４９号

公の施設の指定管理者の指定（鳥取県立米子産業体育館）

について

次のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する公の

施設の指定管理者を指定することについて、同法第２４４条の２第６項の規定により、本議

会の議決を求める。

平成１７年１２月６日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 公の施設の名称 鳥取県立米子産業体育館

２ 指 定 管 理 者 以下の法人が共同出資して設立する法人

代表者 米子市米原八丁目１１番４９号

株式会社山陰管財

代表取締役 田 中 富士夫

山梨県甲府市青葉町８番４０号

有限会社ウインワールド

代表取締役 轡 孝 志

島根県松江市南田町９２番地１

株式会社さんびる

代表取締役 竹 田 俊 美

３ 指 定 の 期 間 平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで



４ 理 由 米子産業体育館の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、株式会

社山陰管財、有限会社ウインワールド及び株式会社さんびるが共同出

資して設立する法人を指定管理者として指定しようとするものである。


